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大
正
十
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論

叢

財
産
税
に
於
げ
る
都
部
の
封
立

緒
首
(
本
繭
白
目
的
)

第
」
民
農
業
者
上
り
視
た
る
財
産
税
(
付
農
業
者
四
財
産
枕
を
不
制
と
す
と
い
ふ
助
一
州
民
業
者
の
財
産
出
遮
枇
離
れ
は
る
不
醐
産
に
錨
草
す
と
い
ふ

事
一
川
比
説
的
共
反
臥
一
円
通
肱
離
は
農
業
者
の
誇
川
向
工
謀
者
の
財
出
に
も
遁
脆
離
の
も
白
血
ノ
か
ら

f
例
ま
師
。
農
民
に
て
は
不
動
産
山
誼
股
離
を

(

(

(

(

 

不
利
と
せ
ず
別
問
舎
の
財
産
特
に
土
地
目
的
地
貨
離
と
い
ふ
ζ

と
け
虻
設
川
共
反
駁
叫
農
業
土
地
目
牧
盆
が
物
に
か
込
る
こ
と
大
な
る
低
め
其
倒
椅

制
高
な
る
と

M川
其
誼
州
共
反
民
間
農
村
白
自
給
的
判
質
白
札
食
料
目
白
大

:ζ
ム
偉
業
者
の
財
産
枕
を
有
利
と
す
る
貼

ω農
業
者
に

知
山
駅
徒
財
産
割
合
に
h
引
き
と
と
別
農
業
土
地
に
は
債
格
崎
貴
に
上
る
見
込
牧
盆
並
に
往
々
に
し
て
峨
賀
川
院
割
合
に
小
な
る
こ
と

ω型
作
曲
不
完
全

な
る
牧
益
桔
よ
り
財
崖
桔
に
移
る
に
時
て
止
ず
ペ
告
白
回
目
的
自
特
別
な
る
利
盆
間
経
済
一
般
の
日
耳
目
塁
間
に
於
て
斗
ず
べ
き
農
民
白
特
別
な
る
利

量
) 

高調

重量

財
産
税
に
於
吋
る
甜
跡
的
劃
立

部
-
一
十
一
巻

(
路
大
獄

) 

λ
0
三
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農
業
者
四
局
品
白
財
産
税
の
特
別
宥
恕
(
一
枚
雄
物
の
一
定
度
以
下
由
特
別
宥
昭
二
土
地
に
闘

L
A
農
業
土
地
白
特
別
者
聴
い
其
理
由
1

(

(

(

 

諮
問
肺
難
問
時
倒
不
明
川
農
業
自
重
要
一
同
共
反
駁
一
同
一
般
土
地
共
他
凶
不
動
産
車
謀
一
川
其
瑚
向

ω其
反
駁
)

結
論
(
金
支
白
嬰
旨
)

提

第

段

緒

2 ・
百

裁
に
題
L
て
財
産
税
に
於
付
る
都
郡
の
劃
立
古
い
ふ
は
、
本
税
に
於
げ
る
農
業
者
、
封
、
商
工
業
者
の
関
係
を

設
か
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
兎
角
、
農
業
者
ご
荷
工
業
者
百
は
租
税
問
題
に
就
き
て
利
害
の
衝
突
を
見
っ
、
ぁ

る
所
で
あ
っ
て
、
現
行
税
制
の
下
仁

τも
此
嘆
が
あ
る
が
、
之
に
代
る
べ
き
の
制
度
正

L
て
財
産
殺
を
持
来
る
に

於

τも
費
L
〈
此
事
を
綴
り
る
が
如
〈
に
も
惣
像
せ
ら
る
、
。
で
柏
崎
め
此
雨
者
の
謝
立
閥
係
の
真
相
を
明
か
に
し

τ之
に
備
へ
且
つ
は
此
新
し
き
制
度
へ
の
過
渡
を
少
し
な
h
Z
も
国
滑
な
ら

L
め
た
い
E
思
ふ
て
此
に
此
文
を
作

る
も
の
で

b
る
。
特
に
此
真
相
を
明
か
に
し
て
置
(
正
い
ふ
こ
E
は
近
頃
の
や
う
に
農
業
者
、
申
問
i
業
者
ビ
も
に

納
税
に
就
い
て
敏
戚
で
あ
h
、
自
家
の
利
翁
を
主
張
し
て
巳
ま
争
、
其
利
鐙
の
縛
め
に
は
手
段
を
越
ば
十
正
き
へ

し
て
居
る
時
代
に
は
一
一
層
必
要
で
あ
る
。
骨
骨
て
ヲ
b

y

J

串

1
w
は
其
蛍
時

ω農
民
の
納
税
妹
態
を
以
て
、
従
順
仁
其

白幽硲温血-

毛
を
刈
h
取
ら
し
む
る
羊
に
筈
へ
、
商
工
業
者
の
其
を
以
て
、
其
毛
を
刈
h
取
ら
る
、
に
際
し
闘
中
に
響
き
渡
る

ほ
ど
の
悲
鳴
を
あ
「
る
家
に
比

L
た
所
で
あ
る
が
、
我
闘
に
は
最
早
、

一
一
煩
の
羊
苫
へ
見
出
す
こ
古
は
由
来
十
、

』

Seligmall， Ess礼ysin taxation. 8 ed. p. 29 1) 



諭

議

財
産
枯
に
於
け
る
都
献
の
劃
主

第
二
十
一
佐

(
第
大
統

A
O
E
 

都
に
も
郁
に
も
家
の
み
が
・

は
び
こ
っ
て
磨
る
や
う
な
戚
知
を
持
た

Y
る
を
得
ぬ
の
は
遺
棋
で
あ
る
o

人
闘
が
羊

古
な
る
に
は
及
ぶ
ま
い
が
、

き
b
正
て
家
に
な
っ
て
は
恥
ぢ
で
ゐ
る
o

自
己
の
都
合
の
み
考
へ
争
、
他
人
の
醜
き

も
の
を
羨
ま
争
、
出
す
べ
き
も
の
は
謹
ん
で
出
す
ご
い
V

ふ
気
分
の
生
守
る
ニ
ピ
が
望
ま
し
い
。
た
い
V

此
の
如
き
理

想
の
質
現
の
前
途
遼
遠
な
る
今
日
に
於
て
は
、

せ
め
て
負
婚
の
真
相
を
明
か
に
し
た
な
ら
ば
、
人
々
の
苦
情
を
緩

和
す
る
こ
ど
、
も
な
る
で
あ
ら
う
ご
思
ム
。

第
一
段

農
業
者
よ
り
槻
た
る
財
産
税

問
題
は
農
議
者
か
ら
出
俊
し
て
も
商
工
業
者
か
ら
出
俊
し
て
も
何
れ
に
し

τも
宜
し
い
の
で
あ
る
が
、
便
宜
上

持
拡
に
は
農
業
者
か
ら
出
品
目
す
る
o

元
来
、
財
産
税
は
、
勿
論
此
仁
問
題
と
す
る
の
は
所
得
税
の
補
完
枕
正
し
て
の

経
常
的
に
し
て
名
義
上
の
静
態
的
の
一
般
財
産
税
で
ゐ
る
が
、
新
の
如
き
も
の
は
、
有
ら
ゆ
る
財
産
を
英
時
岡
明
記

い
ふ
客
観
的
の
共
通
な
る
楳
単
に
還
元
し
て
、
比
較
す
べ
〈
綜
合
し
得
べ
き
も
の
ご

L
て
謀
税
す
る
の
で
、
之
に

よ
り
て
牧
盆
財
産
も
無
牧
盆
財
産
も
、
農
業
財
産
も
商
工
財
産
も
‘
財
産
の
物
的
元
素
を
示
す
だ
け
に
於
け
る
特

別
の
給
付
能
力
を
捕
捉
し
て
、
所
得
税

ω足
ら

F
る
所
を
締
ふ

τ、
R

公
一
中
正
賞
な
り
ど
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
農
業
者
は
従
来
、
英
自
ら
の
地
位
仁
っ
き
商
工
業
者
百
比
較
し
て
、
財
産
税
に
よ
b
不
利
を
受
〈
る

rι

う
ご
い
ふ
風
に
考
へ
た
。
其
を
農
業
者
自
ら
の
み
で
な
(
、
商
工
業
者
も
が
御
親
切
に
農
業
者
に
助
言
し
た
。
然
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六

ら
ば
並
(
根
操
は
何
蕗
に
あ
る
か
ご
い
ふ
E
、

一
農
業
者
の
財
産
税
を
不
利
ご
す
古
い
ふ
勅

A
農
業
者
の
周
産
が
辿
脆
離
に
し

τ捕
捉
易
な
る
不
動
産
に
、
偏
重
し
て
居
る
ご
い
ふ
こ
ご

|
l
い
即
ち
農
業

者
は
財
産
税
の
下
に
共
財
産
に
つ
き
遁
股
が
出
来
惑
い
。
其
が
彼
の
不
利
ご
す
る
所
で
あ
る
o

商
工
業
者
の
如
(

通
腕
し
易
き
動
産
を
多
〈
有
つ
者
に
比
し
て
は
甚
だ
不
利
だ
ご
い
ふ
の
が
買
は
英
最
重
な
る
論
貼
で
あ
る
。
如
何

に
も
商
工
業
者
仁
は
削
合
に
動
産
が
多
〈
、
農
業
者
に
は
共
が
少
〈
、
其
財
産
が
む
し
ろ
土
地
に
偏
し
、
随
っ

τ

遁
脱
難
正
い
ふ
司
」
正
は
ゐ
る
。
引
け
れ
ど
も
り
葉
ゐ
る
の
故
を
以
て
、
通
脆
易
の
勤
産
を
多
〈
有
つ
所
の
商
工
業

者
の
地
位
を
羨
む
べ
き
で
は
な
い
o

農
業
者
が
遺
脱
難
で
ゐ
り
、
通
肱
機
曾
少
量
こ

t
は
、
却
っ
て
彼
の
業
髄

ω

性
質
が
納
税
義
務
を
完
了
す
る
ド
過
し
に
る
こ
芭
に
就
き
て
大
に
自
ら
訟
を
戚

ι、
自
ら
慰
め
な

fτ
は
な
ら
。

筈
で
あ
る
。
之
に
つ
き
商
工
業
者
の
地
位
を
羨
む
よ
り
は
、
む
し
ん
之
に
気

ω
毒
さ
を
戚
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

睡温幽画調A

い
。
農
業
者
は
其
高
き
地
位
を
落
す
よ
h
は
、
む
し
ろ
専
ら
之
を
維
持
す
る

4
Z
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ν
。

ヨ
特
に
又
商
工
業
者
の
多
く
持
つ
も
の
は
動
産
に
限
っ
た
誇
で
な
〈
、
土
地
の
外
に
家
屋
支
他
の
工
作
物
等
の
不

動
産
を
も
つ
が
あ
h
、
此
等
仁
至
つ
て
は
碕
L
〈
漣
加
難
で
あ
h
・
且
つ
動
産
が
全
部
辿
股
易

t
v
ふ
の
で
な

(
、
近
代
の
勤
岸
ご
し
て
重
要
の
地
位
を
占

U
る
株
券
に
至
ワ

τは
技
術
上
、
大
抵
捕
捉
が
出
来
る
o

無
記
名
の

債
券
、
人
々
問
の
債
機
関
係
、
管
業
財
産
、
使
用
財
産
、
美
術
品
識
者
修
品
己
い
ふ
が
如
き
も
の
に
(
刊
こ
多
少
の

包
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遁
腕
が
行
は
れ
る
可
能
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
無
記
名
依
品
分
は
天
引
説
税
に
依
れ
ば
全
〈
捕
捉
し
得
ら
る
、

L
・
貸

金
の
閥
係
も
負
債
控
除
方
法
正
相
待
一
り
て
俄
程
の
皮
ま
で
捕
捉
さ
れ
る
o

比
貸
金
闘
係
の
如
き
は
倒
産
税
以
外
の

之
に
代
る
べ
き
方
法
で
は
、
到
底
則
産
税
u
u
y
」
仁
良
〈
は
押
さ
へ
ら
れ
な
い
o
管
業
財
産
に
捕
捉
雛
の
め
る
こ
己

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
・
之
を
捕
捉
す
る
の
に
財
産
税
に
依
ら
す
牧
盆
税
特
別
所
得
税
に
依
っ
た
ご
し
て
も

之
正
同
慌
に
捕
捉
雛
の
存
す
る
こ
さ

い
ふ
の
は
、
使
用
財
産
美
術
脊
修
ロ
聞
の
み
ど
な
る
。
ド
阪
が
此
は
財
産
税
に
代
る
べ
き
牧
盆
税
や
特
別
所
得
税
で
は

全
部
捕
捉
さ
れ
な
い
、

一
台
な
、
共
に

τは
初
め
よ
与
捕
捉
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
財
産
税
な
れ
ば
こ
そ
、
少
L

に
せ
よ
、
捕
拠
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
そ

L
て
共
が
全
部
逃
げ
ら
れ
る
ご
い
ふ
の
で
な
〈
、
或
皮
ま
で
取
れ
る
ザ
い

り
で
も
好
都
合
で
あ
一
品
。
叉
此
が
全
部
逃
げ
ら
れ
た

Z
L
τ
も
み
ム
臨
り
財
産
中
、
大

L
た
も
の
で
は
な
い
。
此
の

如
き
一
小
部
の
動
産
に
遮
腕
易
が
あ
る
か
ら
ご
い
ふ

τ直
ち
に
農
民

ω
不
利
の
友
も
大

γ
や
う
に
い
ふ
の
は
説
b

む
し
ろ
財
産
税
よ
り
も
よ

b
多
〈
動
産
関
係
を
漏
ら
す
所
の
特
別
所
得
税
や
牧
盆
税
を
呪
は
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
c

パ
い
特
に
叉
不
動
産
の
通

脆
難
の
潟
め
の
農
民
の
過
重
負
強
ご
レ
ふ
こ
正
は
、
農
民
会
館
山
こ
ピ
で
は
な
〈
、
殆
ん
い
と
農
民
中
の
地
主
の
み

で
あ
h
ノ
、
動
産
の
遮
脱
易
か
ら
い
ム
な
ら
ば
、
農
民
ご
し
て
則
産
税
を
呪
ム
よ
h
は、

の
'
』
ご
で
あ
る
(
備
は
別
に
家
屋
の
持
主
た
る

rり
じ
て
の
農
民
も
ゐ
る
が
)
。
随
ふ
て
農
民
中
の
三
分
一
た
る
純

小
作
人
は
此
仁
よ
h
特
別
不
刺
ぜ
な
ら
す
、
他
の
三
分
一
花
る
竿
自
作
竿
小
作
人
の
一
大
部
も
恐
ら
〈
免
税
結
以
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下
ピ
な
る
こ
と
に
よ

h
て
特
別
不
利
を
受
け
ま
い

L
、
純
小
作
人
は
現
在
の
牧
盆
松
下
に
て
も
同
様
で
あ
る
が
、

竿
自
作
人
、
純
白
作
人
に
至
っ
て
は
股
盆
税
制
下
に
は
免
税
駄
を
持
つ
こ
ご
が
難
〈
、
設
り
ら
れ
て
も
低
レ
も
の

仁
止
ま
る
の
に
.
財
産
税
な
ら
ば
初
め
よ

b
L
て
制
合
に
高
き
兎
税
勤
が
定
め
ら
れ
、
財
産
金
健
の
増
加
正
共

に
、
段
々
其
が
引
上
げ
ら
れ
る

ω可
能
も
あ
っ

τ、
多
政
の
農
民
に
は
不
動
産
の
迫
脆
維
の
鎗
め
の
不
利
は
問
題

で
な
い
o

却
つ

τ動
産
の
辿
腕
易
を
利
用
し
得
る
。
だ
か
ら
し
て
夫
の
理
由
に
依
る
則
産
税
反
謝
は
農
民
の
立
場

ご
し
て
強
〈
之
を
柏
崎
す
べ
き
も
の
で
な
い
。

(
駐
-
)
加
申
書
が
醐
盛
山
拙
脆
口
却
を
あ
ま
り
に
誇
鋭
的
に
い

λ
て
入
を
謀
ら
し
た
o

例
之
、
セ
リ
グ
マ
ン
が
、
動
産
自
辿
脆
に
つ
き
藷
時
に
或
皮
ま

で
民
却
で
あ
っ
た
も
の
は
泣
年
一
層
異
叫
と
な
っ
た
と
い
ひ
、
パ
ス
テ
ー
ブ
ル
が
、
動
庄
は
北
第
に
謀
枕
か
ら
逃
れ
た
と
い
ひ
、
ロ
ツ
ツ
が
、
け

産
時
イ
は
副
的
胸
射
と
、
拙
利
に
て
存
ナ
る
財
産
主
に
於
て
、
土
地
家
財
目
別
有
よ
り
も
容
晶
に
路
聞
き
れ
得
る
と
い
高
雛
あ
:
;
た
い

は
、
何
れ
も
い
ひ
過
ぎ
て
あ
る
。
動
産
と
い
ふ
由
闘
い
詞
の
仰
に
趨
脆
の
六
っ
か
し
い
も
の
と
易
し
い
も
の
と
が
あ
っ
て
、
射
や
う
に
一
概
に
い
ふ

。
は
断
じ
て
謀
て
あ
る
。

む
し
る
ジ
エ
ン
セ
ン
が
、
無
形
胸
、
印
ち
手
に
入
る
べ
き
瞥
の
胸
、
願
主
白
如
き
は
、
印
刷
有
者
自
協
力
が
た
〈
て
は
分
ら
向
。
而
か
も
比
人
に

於
て
大
に
之
を
隙
離
す
る
ζ

と
に
誘
は
る
、
二
で
無
形
財
産
主
有
形
動
産
白
多
〈
り
も
由
(
一
部
白
も
の
と
改
め
た
ら
兵
か
ら
う
)
と
は
詐
易
に
陪

世
き
れ
る
が
、
不
動
産
と
動
産
自
一
部
(
む
し
ろ
一
大
部
と
改
む
る
白
書
品
酷
で
あ
る
)
と
は
金
〈
隠
院
さ
る
ミ
こ
と
が
出
事
ぬ
と
い
ふ
が
正
し

い
。
釦
論
山
世
田
両
も
私
が
附
睦
を
し
た
中
う
に
訂
正
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
山
だ
が
9

儲幽

川
田
舎
の
財
産
特
に
土
地
の
換
貨
灘
、
帥
も
、
寅
却
難
、
携
保
伯
入
雑
ご
い
ふ
こ
ご
の
潟
め
仁
農
民
が
一
一
盾
納

税
難
の
地
位
に
立
:
い
ふ
こ
ど

l
V苦
確
か
に
或
雪
量
的
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
o

都
曾
土
地
な
左
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も

い
F
ご
い
ふ
己
主
に
換
食
難
ご
い
ふ
・
』
ご
が
な
い
で
は
な
い
が
、

田
舎
の
某
に
比
し
て
は
小
ぃ
。
ま
た
都
曾

の
財
産
に
は
別
に
換
貨
易
で
あ
る
所
の
動
産
の
一
層
多
い

rけ
で
も
便
で
あ
る
。
此
貼
に
於
て
農
民
に
納
税
上
多

少
の
不
利
の
存
す
る
こ
正
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
融
=
)
O

ろ
け
れ
ど
も
其
ゐ
る
が
放
に
、
田
舎
の
土
地
評
価
慣
を

低
〈
す
ぺ

L
Z
か
、
之
を
行
は
守
し
て
郡
部
正
も
附
償
棋
準
に
て
謀
税
す
る
の
は
不
「
公
平
，
R
E
か

ν
ふ
の
は
骨
同
ら

泊
。
其
の
い
1

ふ
所
の
換
貨
の
難
易
ピ
レ
ふ
こ
正
は
、
評
定
さ
れ
る
所
的
時
債
の
蕗
で
見
積
ら
れ
て
居
る
。
或
物
、

特
に
土
地
の
償
正
い
ふ
中
に
は
、
其
の
生
A
Y

〈
き
賃
貸
料
ゃ
、
共
煩
椛
の
騰
良
に
因
る
見
込
牧
盆
ゃ
、
之
に
件
ふ

特
別
利
盆
ゃ
の
外
に
、
共
確
貨
の
度
合
や
、

百
て
は
換
貨
の
難
易
や
一
切
の
闘
係
が
還
元
さ
れ
結
品
5
れ
て
居
る

筈
で
あ
る
。
斯
(
て
或
地
方
に

t
或
地
片
が
幾
許
芭
評
定
さ
れ
た
ご
き
に
は
、
共
中
に
は
換
貨
の
難
易
の
如
き
も

考
量
に
入
れ
ら
れ

τ、
他
の
関
係
に
て
生
中
ぺ
き
積
極
的
利
盆
が
、
此
に
於
け
る
換
貨
雛
の
あ
る
に
け
低
f
見
積

ら
る
、
も
の
ご
し
な
げ
れ
ば
な
ら
泊
。
故
に
評
定
さ
れ
党
る
時
僚
に
謄
じ
た
る
課
税
が
常
然
で
あ
り
、
之
を
震

L

た
る
上
仁
て
別
仁
或
種
の
物
仁
就
い
て
特
に
出
羽
加
砕
を
行
ム
の
は
無
用
で
あ
る
。

ホ
ン
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
農
業
向
土
地
由
直
却
は
両
々
に
し
で
短
き
時
の
叫
に
て
は
唯
だ
大
な
損
需
に
依
り
て
由
み
生
じ
得
る
と
い
ふ
ζ

之
、
其
分
創
出
式
な
損
先
む
し
に
は
祖
例
可
能
て
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
法
意
せ
ら
れ
る
と
鴻
L
、
テ
λ

カ
は
、
制
縦
枯
出
動
的
費
本
か
ら
し
て
は

(
陸
ニ
)

容
易
に
支
摘
は
る
為
的
に
、
不
助
産
特
に
田
舎
の
其
れ
で
は
挑
る
こ
正
量
制
向
。
劫
的
建
卒
、
同
債
、
抵
常
債
歩
、
祉
偵
等
山
相
績
人
は
容
易
に

税
を
抑
凡
V

得
る
白
に
、
土
地
の
相
続
人
、
往
々
に
し
て
文
正
業
白
相
組
人
位
、
多

f
H
枇
を
捌
ふ
鵠
め
に
画
債
及
抵
首
を
起
き
な
〈
て
は
な
ち
ぬ

と
い
ふ
て
居
る
。

(
第
六
腕

t二
V 

第
二
十
一
谷

三車

λ
C
丸

五命

財
産
棺
に
於
け
る
都
郡
白
謝
立
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'[1 

論

議

財
産
動
に
於

η
る
都
榔
自
動
立

第
二
十
一
巻

露
大

腕

λ 
) 

il 

O 

代
農
業
的
土
地
の
牧
盆
が
人
に
繋
る
よ
h
は
物
に
か
、
る
こ
Z
大
な
る
匁
め
に
其
債
格
が
割
合
に
高
h
v
Z
い
ふ

こ
ど
|
|
作
郎
も
農
業
地
か
ら
生
宇
る
牧
益
の
大
小
ご
い
ふ
こ
ご
に
経
笹
者
の
人
も
奥
つ

τカ
は
あ
る
げ
れ
ど

も
、
物
に
繋
る
こ
ご
が
大
で
あ
っ
て
人
の
カ
に
依
る
こ
正
は
多
〈
な
い
。
之
に
制
到
し
替
業
財
産
に
て
は
共
よ
り
生

守
る
牧
盆
の
犬
な
る
を
得
る
ご
否
正
は
物
に
係
る

zhl
ム
よ
h
は
人
に
図
る
こ
芭
が
大
ぃ
。
其
の
錦
め
前
者
は
其

生
宇
ぺ
き
枚
盆
の
割
合
に
高
〈
評
価
恨
さ
れ
、
後
者
は
割
合
に
低
〈
評
定
さ
れ
る
こ
E
、
な
る
傾
が
あ
る
(
註
一
二
)
O

此

貼
も
時
価
慣
に
依
る
則
産
税
が
農
業
に
不
利
E
な
る
正
い
は
れ
る
一
論
駄
で
ゐ
る
。
川
併
r
し
財
産
税
は
一
菜
、
所
得

税
を
補
完
L
、
財
産
の
所
得
に
干
奥
す
る
に
け
に
於
て
特
別
課
税
を
し
ゃ
う
ご
い
ふ
の
で
ゐ
る
か
ら
、
農
業
で
は

所
得
に
針
L
物
の
カ
が
割
合
に
多
(
働
き
、
晶
官
業
で
は
人
の
カ
が
多
〈
働
き
、
物
の
カ
を
左
右
す
る
こ
正
大
な
り

ご
い
ふ
以
上
は
、
そ

Lτ
其
闘
係
が
恰
か
も
各
財
産
の
静
岡
恨
の
上
に
現
は
れ
て
居
る
以
上
は
九
此
の
評
定
さ
れ
た

時
価
慣
に
従
ふ
た
疎
税
は
恰
か
も
此
物
的
一
克
来
の
特
別
融
税
の
趣
旨
に
遁
臆
す
る
誇
で
あ
b
、
其
を
殊
頁
ら
人
工
的

に
農
業
地
宥
恕
規
定
な

E
設
け
て
は
其
は
不
賞
な
る
施
活
ご
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
睦
=
一
)

フ
イ
ス
チ
ン
グ
は
、
桜
山
中
と
な
る
時
備
は
、
督
業
財
産
自
成
分
に
と
り
て
は
、
其
利
得
が
主
と
し
て
志
願
的
前
提
(
組
替
者
白
人
)
に
か
ゐ

る
ζ

と
の
縮
め
に
、
油
例
不
釣
合
に
低
い
白
に
(
此
迄
い
い
牧
盆
在
外
じ
た
と
告
て
も
)
、
小
な
牧
症
の
農
謎
土
地
て
は
、
農
業
地
に
劃
す
る
闘
段

(
倒
椛
成
形
に
影
響
す
る
)
白
持
品
に
不
釣
合
に
高
い
と
い
ふ
て
居
る
町

小
山
農
村
の
自
給
経
済
的
性
質
の
潟
め
仁
食
料
貯
蔵
の
大
い
正
い
ふ
こ
ご
|
|
郎
も
農
村
経
済
は
自
給
的
な
る
を

島
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普
通
t
L
t
居
る
o

閑
々
資
本
主
義
的
経
済
が
高
調
せ
ら
れ
て
、
替
利
的
に
経
畿
せ
ら
れ
、
其
作
っ
た
物
は
殆
ん

Y
」
全
〈
貿
却
し
、
共
必
要
ど
す
る
も
の
は
真
め

t
市
場
か
ら
買
入
れ
る
ご
い
ム
こ
芭
も
な
い
、
で
は
な
い
。
け
れ
ど

も

備
は
可
な
ら
多
〈
、
自
給
的
に
経
糖
苫
れ
て
居
る
。
自
分
の
食
料
家
市
の
飼
料
は
凡
べ
て
白

ι作
り
自
ら
保

持
し
て
居
る
ο
其
匁
め
都
曾
に

τは
見
る
こ
ご
の
出
来
な
い
は
H
t
多
〈
の
食
料
飼
料
の
貯
蔵
が
あ
る
o

並
(
の
縛
め

此
等
手
許
に
あ
る
凡
べ
て
の
物
に
財
産
課
税
さ
る
、
と
す
れ
ば
、
農
民
に
ご
り
て
不
利
ピ
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
嗣

(
註
四
)
O

此
貼
は
確
か
に
共
通
h
で
、
之
に
謝
し
て
は
農
民
に
手
り
て
特
別
出
荷
恕
規
定
を
設
げ
て
然
る
べ
き
も
の
で

あ
る

2
5
0

(
陪
四
)

フ
オ
ツ
ケ
は
、
持
働
者
手
工
者
、
商
人
、
役
人
年
の
如
き
、
断
へ
ず
流
入
す
る
奇
利
減
か
ら
生
活
す
る
唱
は
、
生
前
方
倒
的
制
轄
の
貯

曲
酬
を
裂
し
な
い
。
然
る
に
一
白
佐
穂
か
ら
吹
田
牧
雄
ま
で
仙
自
身
、
共
家
族
、
及
其
催
叫
山
知
品
の
生
前
占
便
並
に
其
劫
物
の
錦
め
の
飼
料
を
川

定
し
な
〈
て
は
な
ら
白
所
白
盛
梨
者
は

#
h
v大
な
貯
臓
を
製
す
る
。
随
ふ
て
ほ
測
定
さ
れ
た
る
一
般
的
倒
値
の
大
き
の
克
秘
(
農
民
と
制
令
民
と

。

同
一
な
)
で
は
、
大
山
明
書
を
盛
〈
る
と
と
お
な
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
。

(
位
五
)

フ
4
4

ツ
ケ
は
、
此
弊
害
を
挫
(
る
鵠
め
に
、
農
業
者
に
は
、
一
般
的
に
許
さ
れ
た
倒
値
の
大
さ
の
件
k
、
自
己
の
需
誕
の
伺
め
に
必
要
な

る
町
議
駒
山
伺
値
を
も
、
共
全
世
心
使
用
財
産
に
つ
量
控
除
す
る
恩
典
が
詐
き
れ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
」
。

に
農
業
者
の
財
産
税
を
有
利
ご
す
る
鮎
1

1
農
業
者
か

ι見
て
財
産
税
を
不
利
ご
す
る
貼
は
上
仁
い
ふ
如
〈
で
ゐ

る
が
、
其
諸
貼
中
、
唯
抽
貯
の
一
駄
に
け
が
成
立
ち
、
他
は
格
別
重
き
を
成
す
べ
き
も
の
で
な
〈
‘
英
を
彼
等
の
不

利
ご
し
て
宥
恕
を
要
求
す
る
の
理
由
ど
は
な
り
得
な

ν。
そ
し
て
別
に
彼
等
に
己
ち
て
財
産
殺
を
有
利
ご
す
る
賠

諦

叢

財
産
拐
に
於
け
る
都
蹴
の
劃
主

(
第
六
掛

第
二
十
一
容

ブL
) 

i¥. 
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ー

諭

叢

J、

財
虚
猫
に
於
け
る
都
協
由
封
立

第
二
十
一
巻

(
第
六
挽

O 
) 

が
可
な
ち
多
〈
存
す
る
こ
ピ
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
其
は
外
で
は
な
い
o

A
農
業
者
に
無
牧
盆
財
産
の
割
合
に
少
い
・
」
ご

1
1農
民
で
は
極
少
数
の
大
地
主
連
中
を
別
ご
し
て
大
多
数
の

も
の
に

τは
、
家
資
や
M
用
ロ
聞
の
最
小
限
度
の
も
の
を
別
正

L
、
格
別
に
無
敗
盆
財
産
を
有
っ
こ
ピ
は
な
い
。
美

術
日
開
高
荷
修
品
ぜ
い
ふ
に
足
る
も
の
は
金
〈
持
た
な
い
γ

ご
い
ふ
て
も
良
い
1

0

蕗
が
都
合
民
商
工
業
者
に
な
る
ご
、
随

A
I
臨
聞
き
に
一
旦
h
て
何
ほ
ど
か
の
美
術
口
聞
や
脊
修
口
聞
を
持
っ
て
居
る

o
rか
ら
し
て
無
牧
盆
財
産
に
於
げ
る
財
産
税

納
付
の
困
難
ご
い
ふ
こ
E
は
都
品
目
民
に
は
割
合
に
大
い
が
、
農
民
に
は
幸
に
し
て
其
が
少
〈
て
憐
h
U
(

註
六
)
。
尤
も

之
あ
る
が
放
を
以
て
、
反
卦
に
都
曾
民
全
宥
怨
す
る
に
は
及
ば
な
い
o

財
産
税
は
財
産
償
格
に
現
は
る
、
限
り
に

於
て
特
別
捕
捉
す
る
も
の
ザ
円
か
ら
・
無
枚
盆
財
産

ω大
小
も
亦
之
を
関
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
葉
の
大
な
る
も
の

は
其
に
相
臆
し
た
負
抽
聞
を
し
て
然
る
ぺ
き
で
あ
る
。

(
駐
穴
)

ア
オ
ツ
ケ
は
、
田
告
白
人
民
と
都
合
白
人
民
と
白
問
に
元
な
差
異
が
あ
る
。
岡
氏
自
半
分
で
は
其
侠
用
財
産
の
個
値
と
富
と
の
問
白
割
合

に
つ
き
倒
氏
自
他
中
と
興
っ
て
肘
る
o
寓
め
国
農
民
が
北
家
内
を
殆
ん

E
常
に
、
同
一
財
産
白
市
民
よ
り
も
一
暦
簡
早
に
錠
蹴
L
て
肘
る
。
此
貼

に
於
て
農
民
ポ
利
盆
を
有
ワ
と
い
ふ
て
ぽ
る
。

白幽昌也図面

何
操
業
土
地
に
て
は
土
地
問
問
絡
勝
賞
に
因
る
見
込
牧
盆
並
に
往
々
に
し
て
磁
賞
度
が
郡
曾
土
地
よ
b
も
割
合
に

小
い
こ
古

1
1印
も
都
曾
隣
接
の
農
地
に
て
は
多
少
特
殊
の
現
象
を
見
る
が
、
純
農
業
地
で
は
其
地
冊
聞
の
騰
貴
の

勢
は
大
{
な

ν
。
之
に
回
調
h
・
近
代
都
市
で
は
共
地
債
は
大
穂
盆
々
騰
貴
し
て
己
ま
な
い
。
業
れ
に
近
頃
は
回
合

』

Vocke， a. a. O. S. 228. 8) 



諭

讃

此
産
枕
に
於
付
る
相
同
岬
の
劃
立

第
二
十
一
谷

(
第
六
挽

-v 

A 

の
地
方
に
依

b
τ
は
小
作
守
議
が
盛
ん
?
、
容
易
に
扉
息
し
き
う
で
な
〈
、
此
守
の
縫
〈
限
b
、
農
地
に
於
け
る

小
作
料
牧
得
が
不
確
賞
で
ゐ
る
。
新
〈
し
て
農
業
地
に

τは
共
有
形
牧
盆
に
岨
到
す
る
土
地
債
格
の
割
合
は
、
都
曾

地
に
比
し
て
小
ぃ
。
随
ふ
て
少
〈
ご
も
此
貼

ωみ
よ

h
い
へ
ば
財
産
の
時
間
慣
に
依
る
財
産
税
は
農
民
の
方
が
都
曾

民
よ
b
も
納
め
易
い
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
o
同
よ
b
其
あ
る
が
放
に
農
民
の
負
抽
聞
を
重
〈

L
な
く
て
な
ら
凶
ご
い

ふ
の
で
は
な
い
o

此
の
如
き
も
の
は
全
(
、
農
民
が
有
形
牧
盆
以
外
に
有
つ
所
の
土
地
に
闘
す
る
利
盆
の
割
合
に

薄
い
1

柏
崎
め
で
ゐ
る
か
ら
、
北
九
仁
相
臆
し
て
負
臓
の
柴
に
な
る
の
が
至
骨
闘
で
は
ゐ
る
c

り
れ
ど
も
兎
に
角
に
、
悲
に

彼
が
川
産
の
川
刷
聞
に
依
る
訓
附
税
を
有
利
ご
す
る
の
一
一
山
の
あ
る
こ
己
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

代
現
仕

ω不
完
全
な
る
牧
盆
枕
よ

h
財
産
税
に
移
る
に
於
て
生
宇
、
へ
き
農
民
の
特
別
な
る
利
盆

1
l
z
L
τ

は
、
現
制
下
で
は
所
得
税
の
補
完
枕

Z
L
て
は
地
割
ピ
修
業
税
ピ
だ
り
が
あ
っ
て
、
土
地
ピ
晶
官
業
附
産
ご
の
み
が

之
を
負
ふ

τ居
る
が
、
財
産
税
ご
な
れ
ば
‘
此
外
に
家
屋
、
預
金
、
貸
金
、
会
融
債
、
株
券
、
事
有
修
美
術
日
開
等
も

が
分
地
帽
す
る
こ
ど
、
な
っ

τ、
主
(
だ
り
に
て
は
土
地
特
仁
農
業
用
地
の
負
鎗
は
粧
C
な
る
誇
で
あ
・
9
、
特
に
地
租

仁
ー
は
自
ら
免
税
貼
の
な
い
の
仁
、
財
産
税
に
ど
此
が
出
来
る
こ

Z
に
な
っ
て
、
農
民
は
大
睡
に
負
踊
聞
が
一
一
層
聴

〈
な

b
、
特
仁
小
土
地
を
有
つ
多
般
の
農
民
は
一
唐
山
梨
に
な

b
待
る
o
唯
だ
財
産
税
が
累
進
に
で
も
な
る
芭
き

に
、
大
地
主
に

ε
h
て
今
よ
b
も
一
居
不
利
正
な
る
ご
い
ふ
事
は
あ
る
o

け
れ
H

と
も
多
数
の
農
民
か
ら
見
て
は
磁

か
仁
一
層
有
利
で
ゐ
る
。
農
民
会
館
ご
し
C
決

L
て
財
産
税
を
不
利
正
す
る
も
の
で
な
い
。



諭

叢

財
産
秘
に
於
け
る
端
部
の
劉
立

第
二
十
一
巻

'iii ，、
競

) 

p、
四

D
経
済
一
般
の
帰
来
の
後
述
仁
於
て
生
す
吋
き
農
民
の
特
別
な
る
利
盆
|
|
国
民
経
済
が
次
第
に
後
遺
す
る
ご

し
て
、
其
俊
速
の
度
合
は
田
舎
に
て
小
に
.
都
曾
陶
工
業
に
て
大
い
筈
で
ゐ
る
。
然
る
ご
き
は
、
前
記
C
に
い
ふ

た
財
産
税
に
移
る

ιご
に
よ
h
J
て
農
民
の
有
利
吉
な
る
ご
い
ふ
傾
は
・
時
の
経
過
正
共
に
、
盆
々
助
長
せ
ら
れ
る

こ
正
、
な
る
。
椴
h
に
所
得
税

ω補
完
税

t
L
て
要
す
る
牧
入
額
が
現
存
よ
り
も
培
加
す
る
必
要
な

L
E
い
ふ
こ

ご
が
出
来
る
な
ら
ば
、
岡
宮
の
精
進
古
美
に
、
財
産
税
率
は
盆
々
低
下
し
T
可
で
あ

b
、
農
民
の
負
強
は
盆
々
減

少
し
得
る
勘
定
で
ゐ
る
。

rか
ら
し
て
農
民
ご
し
て
は
、
自
給
経
済
よ
り
生
す
る
生
活
資
料
貯
蔵
に
閲
す
る
一
貼
き
へ
救
憐
古
る
、
な
ら

ば
、
彼
の
立
場
に
於
て
財
産
税
は
反
針
す
べ
き
所
以
の
も
の
を
有
た
宇
、

h
u
し
ろ
之
に
よ
h
て
一
唐
有
利
正
な
る

ベ
き
事
情
き
へ
あ
る
o

古
う
か
ご
い
ふ
て
商
工
業
者
、
特
に
純
粋
な
る
商
工
業
者
ピ

L
て
、
特
に
比
較
的
小
資
産

の
も
の
ご

Lτ
、
則
産
税
に
よ
h
て
特
別
な
る
不
利
を
受
〈
る
こ

Z
も
な
い
。
農
商
工
業
岩
以
外
の
資
格
に
於
り

る
一
部
の
有
産
者
・
む
L
ろ
都
合
的
の
此
桶
の
人
々
に
は
不
利
正
な
る
か
も
知
れ
な
レ
が
、
其
も
其
地
位
に
件
ふ

錨匝掴脳幽幽也幽品お幽A

能
カ
相
騰
の
負
擦
の
加
は
る
の
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、

正
面
か

ι彼
等
に
於
て
帯
情
を
レ
ふ
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

第

段

農
業
者
の
矯
め
の
財
産
税
の
特
別
宥
恕

上
記
に
依
れ
ば
財
産
税
は
農
民
に

E
b
て
大
健
格
別
に
不
利
を
驚
ら
す
も
の
で
な
い
。
た
い
γ

一
つ
農
民
に
生
活

-圃



資
料
の
貯
蔵
物
の
特
別
に
多
〈
な
る
ぺ
き
傾
を
も
つ
か
ら
、
此
鮪
に
於
は
る
特
別
出
荷
忽
は
査
官
で
め
る
。
で
、

ト
牧
穫
物

ω
一
定
度
以
下
の
特
別
宥
恕

1
lが
必
要
ご
は
な
る
。
即
も
農
民
の
年
牧
穫
物
中
、
自
己

ω
一
族
及
家

畜
の
縛
め
に
供
す
べ
き
も
の
ど
一
説
む
べ
き
も
の
は
財
産
税
の
財
産
か
ら
控
除
す
る
こ
芭
、
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

国
よ
り
此
ピ
謝
立

Lτ
郁
曾
民
に
於
り
る
日
前
の
飲
食
物

ω貯
旗
日
間
も
‘
主
(
が
極
端
に
大
な
分
量
で
な
い
以
上
一

は
、
凡
ぺ
て
宥
恕
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
夏
ら
に
、

二
土
地
に
閥

L

件
農
業
土
地
の
特
別
宥
怨
ー
ー
を
行

ο、
郎
も
此
に
於

τ時
僚
主
義
の
原
則
に
例
外
を
設
り
て
、
牧
待
一
倒
値
に

依
る
こ
さ
、

L
、
此
の
如
、
き
も

ωピ
し
て
、
各
土
地
牧
盆

ω
二
十
五
依
港
元
(
四
分
還
元
)
を
行
ふ
ピ
レ
ふ
が
如
き

方
法
を
採
る
こ
ピ
が
問
題
正
な
る
(
世
七
)
。
某
は
叉
、
特
叶
師
事
情
の
あ
る
都
曾
隣
接
地
の
如
き
は
、
牧
盆
償
純
正
時

債
ご
の
中
間
債
椅
を
標
準
ご
す
る
ご
い
ふ
こ

Z
に
て
共
上

ω制
酌
を
行
ふ
こ
さ
も
出
来
る
o

4

ラ
ア
晶
ル
J
T

ス
は
、
鴎
業
は
交
換
伺
値
へ
時
倒
)
て
な
〈
て
牧
枯
倒
怖
を
部
鳴
に
位
〈
の
訓
盆
世
代
表
す
る
と
い
ふ
い
か
、
叫
に
持
魯
山
田

尉
庫
融
に
て
も
、
農
林
地
に
は
牧
益
倒
値
を
棋
昨
と
一
お
し
、
此
白
如
き
も
山
と
し
て
は
、
オ
地
出
品
紹
興
上
白
目
的
に
従
H
V

、
組
例
目
朝
替
に
て

(
館
七
)

平
均
的
に
生
ず
べ
き
純
枇
盆
由
一
一
十
五
倍
と

L
、

一
九

O
九
年
以
降
行
は
札
て
肘
た
。
そ
れ
か
ら
一
九

O
六
年
に
パ

1
ヂ
ン
に
で
鵠
牧
誼
稀
か
ら

財
産
設
に
梓
る
と
き
に
も
、
農
業
に
は
特
に
ご
高
官
千
品
克
以
下
の
綿
皆
川
院
を
免
じ
、
共
不
動
指
は
評
定
憎
値
由
主
分
間
又
は
四
分
三
だ
け
の

弘
に
謀
積
す
と
い

λ
が
加
章
特
典
を
保
読
し
た
。
樹
塩
川
U

一
九

O
大
年
目
相
韻
措
法

ι
て
も
、
継
続
的
に
農
林
に
川
立
つ
ベ
〈
む
め
ら
れ
た
土
地

。

白
押
伺
に
は
、
牧
盆
倒
値
を
土
産
に
世
吾
、
純
収
盆
白
ニ
イ
五
倍
を
共
倒
絡
と
幼

L
、

H
ワ
刊
判
官
柑
翻
の
四
分
一
を
兜
じ
た
U

叢

ι論

財
産
税
に
於
吋
る
都
制
四
割
立

第
二
十
一
容

(
第
六
腕

) 

九

百:
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輪

第

二

十

一

笹

い
其
理
由
1
1此
特
別
宥
恕
規
定
の
理
由
正

L
て
は
要
す
る
に
判
前
段
に
い
ふ
た
農
業
者
財
産
は
土
地
が
重

き
を
成
す
の
に
共
が
辿
脆
難
で
ゐ
る
か
ら

L
τ
之
が
埋
合
せ
Y
し
て
、
彼
の
土
地
に
宥
川
越
を
行
は
う
ご
い
ふ
こ
苫

も
あ
る
が
(
註
八
)
、
伊
併
し
叉
農
業
土
地
の
性
質
仁
考
へ
て
、
此
が
寅
買
の
行
は
る
、
こ
ど
少
〈
、
時
ご
し
て
殆
ん

E
全
〈
行
は
れ
歩
、
随
ム
て
此
に

τ時
伺
如
何
正
い
ふ
こ
子
宮
知
る
こ
ピ
殆
ん
Y
』
不
能
に
近
い
の
に
、
枚
盆
附
慣
格

な
れ
ば
、
容
易
に
此
に
て
も
見
出
き
れ
得
る
ピ
い
ふ
に
も
困
る
の
で
あ
る
(
詰
九
)
。
刊
一
見
に
今
一
つ
に
は
農
業
な
る

も
の
が
一
方
に
は
園
家
的
意
義
あ
る
重
大
な
る
生
業

Z
Lて
維
持
事
立
を
計
る
イ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
恰
か
も

叢

財
産
祉
に
於
け
る
都
郡
の
封
立

(
第
六
抗

j凡l
) 

λ
一
大

他
方
、
共
が
経
済
打
算
上
に
は
不
利
盆
で
ゐ
っ
て
特
別
の
伺
助
な
{
て
は
之
が
維
持
存
立
の
質
束
な
い
己
い
ふ
有

傑
で
あ
る
の
で
、
其
の
縛
め
に
も
此
宥
恕
を
要
す
ぜ
い
ふ
の
で
あ
る
(
位
一
Q
)
O

(
控
八
)

ホ
シ
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
位
、
沿
明
日
地
白
古
畑
山
町
山
は
一
に
は
、
不
動
産
日
暮
易
に
刷
出

J
h
b臨
め
ら
れ
、
随
ふ
て
凡
べ
て
の
掛
か
ら
一
層
鈷

〈
践
せ
ら
る
誌
と
と
に
あ
り
と
幼
す
叫

(
位
九
)
ホ
ン
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
濁
治
相
続
枕
に
於
け
る
農
地
特
昧
宥
恕
白
理
由
と
し
て
、
此
農
地
げ
か
刊
質
土
、
耕
作
に
川
立
っ
と
と
に
定
め
ら

れ
て
、
斑
貨
物
惟
た
る
べ
き
も

ω
て
な
い
と
い
ふ
こ
主
出
器
げ
ら
れ
た
と
桂
嵩

L
て
居
る
。
品
川
ほ
モ
ル
が
之

ι闘
し
、
ピ
品
ザ
ヒ
ア
i
、
ぜ

1
り

シ
グ
を
引
い
て
巧
hm
に
詑
明
し
て
屑
る
。
日
〈
、
ピ
ユ
ツ
ヒ
ア
ー
は
、
相
擁
上
未
器
開
達
時
代
の
原
始
的
且
解

ι於
て
初
め
て
生
ず

6
郡
広
日
有
形

由
一
総
牝
盆
t

と
い
ふ
ζ

企
て
あ
っ
て
、
安
本
倒
値
と
い
ふ
概
念
(
土
地
白
時
倒
と
い
ふ
と
と
)
は
授
達
し
た
る
信
用
制
度
。
費
本
主
義
的
且
解
恥

L
止

仁
た
所
由
人
工
的
自
抽
象
で
あ
る
(
随
ふ
て
農
地
に
は
む

L
る
前
者
計
趨
切
止
い
ふ
こ
と
に
な
る
」
と
い
ふ
た
が
、
ぜ

1
リ
ン
グ
は
吏
ら
に
レ
ユ
レ

ス
ウ
イ
ヒ
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
高
原
地
に
つ
き
、
今
度
白
世
界
大
戦
前
に
研
究
を
試
弘
、
農
地
に
て
は
往
々
に
し
て
会
{
車
買
倒
を
有
た
な
い
。
併

乍
ら
噛
だ
其
土
地
出
如
何
に
子
を
抱
ひ
持
る
か
、
如
何
に
子
白
人
聞
を
養
ひ
得
る
か
を
間
目
、
如
何
に
宇
佐
ナ
る
か
を
問
は
な
い
と
い

ι

寸 l
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駐た

5t叫

ホ
シ
メ
ル
ス
ハ
イ
ム
は
、
農
林
地
白
宥
恕
は
一
に
は
盟
、
到
な
る
農
業
.
特
に
農
業
的
家
放
尉
産
心
維
持
品
利
盆
に
あ
る
。
貨
に
共
置
な

る
理
由
を
此
に
於
て
昆
る
べ
き
で
あ
る
。
同
家
は
政
治
及
組
前
倒
係
に
於
て
国
臣
賞
な
る
農
業
白
維
持
に
穴
な
刺
薩
を
置
い
た
。
共
農
業
自
基
礎
は

第
一
位
に
多
噛
白
樹
立
農
民
で
あ
る
。
随
ふ

τ
同
家
は
此
農
民
自
存
績
を
危
う
し
得
る
凡
べ
て
白
も
の
を
排
除
す
る
と
と
を
求
め
な
〈
て
は
な
ら

ぬ
と
い
ふ
た
。

川

英

霊

l
事
選
出
は
多
(
は
皮
相
で
あ
っ
て
戚
心
し
な
い
。
川
農
民
話
す
る
土
地
の
通
算
正

い
ふ
こ
己
は
特
別
に
伎
を
宥
恕
す
る
理
由
正
な
り
得
な
い
。
土
地

ω埴
股
難
は
農
業
に
限
ら
守
、
都
曾
地
に
も
嘗

る
こ
さ
で
ゐ

h
・
土
地
の
外
、
家
屋
も
遮
枕
難
で
あ
-hJ

・
動
産
中
に
も
越
股
難
の
も
の
が
あ
る
。
そ

L
て
農
民
外

の
人
民
に
於
て
恰
か
も
此
等
遮
脆
難
の
物
の
み
を
有
つ
も
の
が
あ
り
・
又
は
圭

E
L
て
此
の
如
き
物
を
有
つ
も
の

が
ゐ
る
の
に
、
此
等
に
は
別
段
の
宥
加
砲
を
せ
宇
し
て
、
獅
b
農
民
に
の
み
、
其
も
財
産
税

ω岨
』
ぜ
だ
か
ら
比
較
的
大

な
地
主
た
る
農
民
に
の
み

Z
な
る
が
其
に
此
宥
怒
を
錯
す
の
は
理
屈
が
通
ら
ぬ
こ
正
に
な
る
o
幻
農
地
に
は
貰
買

慣
が
見
出
し
灘

hvt
レ
ふ
こ

E
は
、
今
日
の
時
世
で
は
殆
ん

E
あ
り
得
な
い
。
極
め

τ稀
に
さ
や
う
な
場
合
も
あ

る
が
、
大
抵
は
分
る
。

n
r
h
難
い
場
合
に
て
も
他
の
も
の
か
ら
類
推
が
出
来
る
。
或
地
方
の
中
の
何
慮
か
に
寅
買

が
あ
れ
ば
、
其
債
を
土
豪

E
Lて
、
其
に
避

f
目
、
か
ら
?
に
存
す
る
主
観
的
の
事
情
を
排
尿
し
て
、
客
槻
的
に
公
平

な
る
も
の
を
抽
出
す
る
こ
ご
は
出
来
る
。
勿
論
時

Z
L
て
其
に
多
少
の
困
難
が
件
つ
で
も
、
之
を
鬼
出
す
こ
ご
に

依
b
叉
之
を
標
単
ピ
す
る
こ
ご
に
よ

h
t
、
初
め
て
郁
郁
を
通
じ
有
ら
ゆ
る
財
産
栂
類
に
亘
っ
て
統
一
ゐ
り
比
較

論

離

財
産
祉
に
於
け
る
都
郡
山
劃
虫

第
二
十
一
佳

(
第
六
披

E 
) 

λ
一
七
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薗

議

財
産
揖
に
於
げ
る
都
郁
申
謝
立

第
二
十
一
番

(
第
六
枕

"-，、
) 

" 
λ 

し
得
べ
き
標
準
を
有
も
得
る
こ
吉
、
な
b
、
財
産
税
が
意
義
あ
る
も
の
正
な

O
得
る
。
農
地
の
み
に
特
に
宥
恕
し

た
標
準
を
奥
ふ
る
ニ
吉
、
し
て
は
財
産
税
を
し
て
不
会
卒
な
る
も
の

Z
な
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
い
若
夫
れ

第
三
の
理
由
た
る
農
業
の
国
家
的
意
義
古
い
ふ
こ
ご
に
至
つ

τは
、
其
は
時

tu一
路
ど
に
よ
り
之
に
重
き
を
置
き
、

そ
し
て
其
日
常
盆
上

ω
理
由
ゐ
る
に
於
て
、
能
力
原
則
を
抑
へ
て
或
度
ま
で
能
力
あ
る
慮
に
も
宥
恕
を
行
ふ
己
い
ム

こ
ご
は
認
む
べ
き
こ
ど
で
あ
る
。
り
れ
ど
も
此
が
適
用
は
出
来
る
だ
け
差
し
控
え
ら
る
、
こ

Z
が
望
ま

L
f、
此

場
合
に
之
を
認
む
る
や
否
や
は
慎
重
に
考
慮
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
租
税

t
L
て
は
出
来
る
だ
り
能
カ
に
感
じ

τ

公
平
な
る
こ
ご
を
旨
ご
し
、
或
産
業
階
級
の
助
成
叉
は
維
持
の
如
き
は
成
る
べ
(
組
税
以
外
の
方
法
に
よ
ち

τ之

を
行
ひ
た
き
も
の
で
あ
る
。
尤
も
此
貼
は
無
下
に
反
劃
は
し
粂
ね
る
が
、
併
し
叉
無
僚
件
に
賛
成
も
出
来
粂
ぬ
る

ニ
ご
で
あ
る
o

要
す
る
に
農
業
地
の
み
に
特
別
宥
恕
さ
れ
た
標
準
ピ
い
ふ
こ
ご
は

a

切
角
、
各
土
地
、
否
な
各
財

産
に
共
通
な
る
標
準
に
依
る
古
い
ふ
趣
旨
を
波
却
せ
し
め
て
、
財
産
税
を
不
公
平
な
ら

L
U
る
も
の

Z
し
て
採
ら

旧
制
が
良
い
(
註
二
)
O

叉
農
民
正
し
て
も
漫
り
に
近
時
の
唯
物
的
風
湖
に
成
染
し
、
農
民
を
喰
物
ご
す
る
職
業
的
煽

動
者
の
誘
惑
に
掛
っ
て
、
租
税
特
檎
を
得
た
い
な
Y
」
、
い
ふ
、

さ
も
し
い
心
を
出

L
て
は
な
ら
な

v
o
租
税
宿
恕

の
特
擁
ご
い
ふ
こ
ご
は
、
人
絡
ゐ
る
者
の
名
審
正
す
べ
き
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
さ

ν
ふ
ニ
吉
に
目
畳
め
な
げ
れ

工
、
み
ら
よ
、

o

t
y
-
-
4
7
し

.，がん

(
昆
-
一
)

7

z

l

レ
ン
バ
ア
ハ
は
、
農
業
宥
必
の
程
砧
政
策
は
現
在
白
大
な
る
組
枯
不
八
百
正
だ
と
い
ふ
た
が
、
ア
イ
ス
チ
ン
グ
も
、
物
盛
山
或
も



の
に
、
牧
盆
情
値
、
他
白
も
白
に
貰
買
慣
値
、
又
は
同
一
白
崎
に
事
情
に

k
p或
は
租
輯
官
鹿
又
は
所
有
明
。
意
思
に
よ
り
て
或
は
牧
盆
情
値
、

或
は
直
買
倒
値
が
棒
唱
と
さ
る
、
と
き
に
、
謀
柏
田
平
轄
は
最
早
失
は
る
与
と
と
‘
も
な
る
と
い
ふ
て
居
る
。

同
一
般
土
地
其
他
の
不
動
産
重
課

1
lい
或
は
郡
部
を
問
は
ず
不
動
産
を
重
謀
L
、
之
に
謝
し
動
産
を
幌
課

す
る
こ
正
に
よ
b
て
、
動
産
の
趨
腕
を
少
か
ら
し
め
(
詰
一
ニ
)
、
之
に
よ
b
て
不
動
産
の
述
腕
難
か
ら
生
す
る
不

利
、
随
ム
て
農
民
の
不
利
を
も
保
護
し
て
は
何

5
か
古
も
考
へ
ら
る
、
。
併
し
ろ
其
で
は
此
に
よ
り
て
法
律
が
動

産
の
漣
肢
を
承
認
し
た
こ
ピ
に
も
な
る

L
、
動
産
の
凡
べ
て
が
漣
股
易
で
な

f
、
共
中
に
は
遮
脆
維
の
も
の
も
ゐ

る
の
に
、
其
一
部
の
も
の
に
遮
腕
易
の
も
の
、
あ
る
が
斜
め
に
金
憶
を
辿
脱
易
己
見
て
規
定
す
る
の
が
此
に
於
て

拙
で
ゐ
る
。
叉
此
の
如
〈
に

L
τ
動
産
を
清
恕
し
た
か
ら
ご
い
ふ
て
、
遮
股
し
ゃ
う
ご
い
ふ
人
々
は
共
に
も
拘

ι

十
時
地
腕
を
行
ふ
て
、
格
別
の
数
果
は
ゐ
る
ま
じ
〈
、
此
の
如
量
規
定
の
結
川
市
は
盆
身
動
産
の
負
融
陶
酔
国
経
〈

L
・
随

ふ
て
少

f
z
も
相
劉
的
に
不
動
産
を
一
層
重
制
附
す
る
こ
E
に
な
っ
て
目
的
を
漣
せ
泊
で
ゐ
ら
う
o

故
仁
之
を
採
る

を
得
向
。
漣
般
を
少
か
ら
し
む
る
銭
め
に
は
税
率
叉
は
詐
舗
の
郵
酌
よ
'
り
は
、
む

L
ろ
主
E
じ
て
は
義
務
者
の
租

税
道
義
の
改
善
並
に
之
ご
柏
待
っ
て
租
税
技
術
上
の
改
良
ド
依
ら
な
り
れ
ば
な

ιな
い
。

(
陸
士
一
)

ジ
エ
シ
セ
ン
は
、
荷
車
を
粗
品
と
す
る
と
之
に
よ
り
て
、
又
は
賦
課
す
べ
M
-
賀
倒
白
百
八
Y
車
を
低
下
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
輔
副
肝
周
産

へ
勘
陸
自
一
部
に
し
て
描
肱
し
晶
奇
)
出
掛
拾
に
串
る
こ
と
に
誌
は
る
L
を
符
ー
と
鈎
ナ
。

合主2
耶同

論

論

議

財
産
税
に
於
け
る
柑
郁
白
抑
立

(
格
式
披

第
二
十
一
容

じ
) 

J、
九
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A 

O 

以
上
要
之
、

農
業
者
芭
商
正
業
者
己
の
封
立
に
於
て
.
財
産
税
が
前
者
に
偏
重
す
る
己
以
、

普
通
人
の
考
ふ
る

蕗
ピ
が
、
精
査
す
る
ぜ
き
は
、
農
業
の
自
然
経
済
的
性
質
仁
基
〈
牧
積
物
貯
臓
の
特
別
事
情
を
別
ご
し
て
は
、
特

に
彼
に
偏
傾
正
な
る
正
認
む
べ
き
も
の
を
見
出
さ
ぬ
。
若
夫
れ
財
産
税
の
彼
仁
及
ぽ
す
影
響
に
歪
つ
て
は
多
少
不

利
な
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
叉
有
利
な
る
も
あ
っ

τ、
そ
し
て
何
れ
仁
し
て
も
財
産
税
原
則
に
よ

bτ
彼
に
諜
せ
ら

る
、
負
擦
が
彼
に
芭
ち
て
不
嘗
に
重
〈
な
る
Z
は
い
へ
な
レ
。

彼
に
存
す
る
前
記
の
特
別
事
情
に
け
は
之
を
考
慮

ー
で
特
別
清
加
加
を
錯
す
べ
き
ガ
が
、
其
以
外
、

士
地
の
評
岡
由
主
(
他
仁
於

τ特
別
考
慮
を
匁
す
の
は
過
ぎ
て
居
る
o

或
は
動
も
す
れ
ば
郡
曾
民
が
財
産
税
仁
於
て
或
物
に
つ
き
蓮
脱
恒
三
行
ム
ニ
ピ
が
あ
っ

τ、
農
民
の
之
仁
憤
る
べ
き

遁
肱
の
出
来
蕗
き
こ
己
に
於

τ、
農
民
に
取
り
不
刺
な
り
正
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
・
知
れ
叫
が
、
此
の
如
き
は
決

し

τ農
民
正
し
て
羨
む
ぺ
き
も
の
で
は
な
〈
-
却
っ
て
自
ら
之
に
つ
き
誇
を
戚
じ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。

叉
共
の
財
産
税
下
に
都
曾
民
の
行
ふ
遁
脱
ご
い
ふ
こ
ピ
は
、
此
税
に
代
る
べ
き
如
何
な
る
税
仁
て
も
生
す
べ
き
こ

Z
で
あ
り
、
む
し
乃
財
産
税
に
於
て
共
の
割
合
に
少
き
も
の
で
あ
る
古
い
ふ
に
於

τ、
農
氏
は
倫
麗
ら
に
財
産
税

を
以
て
特
仁
己
に
不
利
な
ど
古
い
ム
ペ
き
も
の
で
は
な
い
。
北
相
夫
れ
農
民
が
園
家
的
に
大
事
な
元
素
で
め
っ

τ、

経
済
上
に
不
利
な
る
境
渇
に
在
る
の
故
じ
、
之
を
特
に
税
法
上
宥
恕
す
ご
い
ふ
に
至
つ
て
は
、
時
正
し

τ之
を
認

む
る
こ

Z
の
出
来
る
こ
芭
で
は
あ
る
が
、
併
し
農
民
自
身
ご
し
て
は
清
恕
正

νひ
特
権
正
い
ふ
如
、
き
も
の
に
憧
慢

す
る
の
は
決
し
て
其
名
春
で
な
い
γ
t
い
ふ
こ
子
宮
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
な

ν。
貧

Lτ
も
殺
な
ど
を
逃
「
る
卑
怯

は
せ
m
H
E

い
ふ
H
h
り
の
意
気
が
彼
等
に
も
あ
っ
て
欲
し
い
も
の
ピ
。


